
第３号様式（第15条関係）

住所（法人にあっ
ては、主たる事務所
の所在地）

氏名（法人にあっ
ては、名称及び代表
者の氏名）

事業者の主たる
業種

計 画 期 間

基 本 方 針

Ａ ｔ ｔ ％ ｔ ％

Ｂ ｔ ｔ ％ ｔ ％

Ｃ ｔ ｔ ％ ｔ ％

＊１ ｔ ＊２ ｔ ％ ＊４ ｔ ％

ha ｔ ha ｔ

ｍ3 ｔ ｍ3 ｔ

kwh ｔ kwh ｔ

GJ ｔ GJ ｔ

kwh ｔ kwh ｔ

ｔ ｔ ｔ ｔ

＊３ ｔ ＊５ ｔ

＊１ ｔ ｔ ％ ｔ ％

地球温暖化対策
に資する社会貢
献活動

特 記 事 項

注 １

２

３

４

５

６

家庭における温室効果ガス排出
量の削減効果分の購入

（購入量） （削減量） （購入量）

平成20年度 運輸部各営業センター 各営業センター副所長(エコドライブマイスター）を中心にエコドライブ、アイドリング・ストップの実施指導を行った。

自動車サービスセンター 法令を遵守して廃棄物の適正管理を行うととに、環境に配慮した車両整備・点検を行った。平成20年度

温室効果ガスの
排出量等

実績に対する自己評価
温室効果ガス排出量は前年に比べ減少する結果となった。この数字には、エコドライブ、アイドリング・ストップの実施や、事業所内での省エネの
取り組みなどに、景気の悪化による車両稼働の低下・走行距離の減少による要因が加わっており、現状分析の上、今後も取り組みを強化していきた
い。

11,971.111,974.1

その他排出区分 9.0

11,313.6 -5.0

-7.8

11,971.1

差引排出量 基準年度（実績）

11,974.1

目標年度（計画）

(*2)-(*3)（排出合計－削減等合計）

増減率（実績）

報告年度（実績）
取組量等

「特記事項」には、平成２年度（１９９０年度）を基準とした排出量の対比や、省エネ製品開発など他者の温室効果ガス排出削減への貢献、グリーン調達の採用、特定フロンなどの条例指定外の温室効果ガスの削減
などを記入してください。

該当する□には、レ印を記入してください。特定事業者以外の事業者の方はレ印の記入は不要です。

「基準年度」とは計画期間の前年度を、「目標年度」とは計画期間の最終年度を、「報告年度」とは計画期間のうち、今回報告の対象となる年度をいいます。

「事業所等排出区分」とは京都府内の事業所等の事業活動のためのエネルギーの使用に伴い発生する温室効果ガスを、「輸送車両排出区分」とは自動車運送事業者については使用の本拠の位置を京都府内とする車両
の排出する温室効果ガスを、鉄道事業者については保有する貨物車両又は旅客車両の排出する温室効果ガスを、「その他排出区分」とは上記以外の京都府内における事業所等の事業活動に伴い発生する温室効果ガス
をいいます。

「その他の地球温暖化対策による温室効果ガスの削減量等」のうち「森林の保全及び整備」の「目標年度（計画）」欄には計画期間中の目標の累計を、「報告年度（実績）」欄には実績の累計を記入してください。

平成17年9月9日に「グリーン経営認証」（C260002)を中央営業センターが取得。事業活動全般で「環境保全活動の推進」をキーワードに取り組みを進めている。グリーン経営認証の設定ステップを順次取り組むこと
で環境保全活動を全社で推進した。タクシー車両の全車アイドリング・ストップ車両への順次代替（現在、211台代替完了）や、空車走行の削減のため、GPSなどを用いた無線配車を積極的に行い、空車待機エリアの
実施（京都市西京区他）や現地配車など独自の創意工夫を行った。事務部門においても、残業時間の削減、ライトダウン、空調機の適正温度設定、環境に優しい設備への更新の検討などを行った。特にポイントカー
ドキャンペーンにおいて、そのオリジナルキャラクターに「エコ太」を誕生させ、従業員並びに利用者の方々へも啓発活動を行った。

-4.911,391.3

報告年度（実績）

（整備面積）

（削減量）

（削減量）

（削減量）

（削減量）

（削減量）

（熱供給量）

（削減量）

（削減量）（熱供給量）

（売電量）

（削減量）

その他の地球温
暖化対策による
温室効果ガスの
削減量等

削減量等合計

（整備面積）

グリーン電力の購入

対策等の区分

（利用量）

森林の保全及び整備

取組量等

（購入量）

自然エネルギーを利用した電力
又は熱の供給

-8.3

-4.90.0

290.0

11,313.6

12.0

0.0

6.930 t－CO2/万km

実績に対する自己評価

0.0

-25.0

（二酸化炭素換算）

排出合計

実車走行距離（万ｋｍ）

基準年度（実績）

輸送車両排出区分

府内産の木材の利用

目標年度（計画）

エコドライブ推進や事業所内での省エネの取り組みで排出量の削減を着実に進めているが、景気の悪化による実車走行距離の落ち込みによって原単
位に影響がでている。次年度は、ＧＰＳの全車導入など一層の効率配車により実車走行距離を伸ばすことに注力していきたい。

（二酸化炭素換算）

（削減量）

％

（吸収量）

648.5

（平成22）年度
目標年度（計画）

（二酸化炭素換算）

措　置　内　容

アイドリング・ストップ車両への順次代替（211台完了）。京都市の「エコドライブ推進事業所」に登録し、取り組みを強化した。

空車走行比率を下げるため、空車待機エリアを設定するなど、効率的な無線配車・現地配車を実施した。ポイントカードキャンペーンで当社オリジナルの環境キャラク
ター「エコ太」を誕生させ、お客さまへのエコドライブ啓発等の活動を積極的に行った。

事　業　者　排　出　量　削　減　報　告　書

　運輸業（一般乗用旅客自動車運送事業）

該当する事業者
要件 京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第1号該当事業者（大規模エネルギー使用事業者（原油に換算して1,500キロリットル以上））

推　進　体　制

環境マネジメントシステム名称

3.2

平成20年度 運輸部

（二酸化炭素換算）

648.5

総務部

排出区分

平成20年度

目標年度（計画）

事業所等排出区分 0.0

（購入量）

(*4)-(*5)0.0

増減率（計画）

597.6

-1.0

t－CO2/㎡

（吸収量）

増減率
（計画）

年度ごとの具体
的な取組及び措
置の状況

年度

空調機の適正温度設定、残業の削減、ライトダウン、環境に優しい設備への更新、ゴミ分別の工夫など、事業所内の省エネルギー化活動を推進した。

（平成19）年度

平成20年度 営業部

報告年度（実績）

設備、対象、工程等

増減率
（実績）

原単位当たりの
温室効果ガス排
出量等

（二酸化炭素換算）

増減率（計画） 報告年度（実績）

（平成20）年度

11,391.3

10,746.9

46.8

平成17年9月9日取得年月日

中央営業センター適用範囲

　京都市下京区中堂寺櫛笥町1番地

京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第4号該当事業者（その他の温室効果ガスの大規模排出事業者（二酸化炭素に換算して3,000トン以上））

彌榮自動車株式会社は「京都議定書」を生み出した京都を基盤とする旅客運送事業者として、環境保全活動に取り組み法令等を遵守し、創業以来培う「安
全」「快適」「信頼」を基本とする高品質なサービスの提供により地域に貢献し、企業活動と自然環境の調和を目指して社会的責任を果たします。

グリーン経営認証

　　平成20年4月　　～　　平成23年3月

京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第2号又は第3号該当事業者（大規模運送事業者（トラック又はバス100台以上／タクシー150台以上／鉄道車
両150両以上）

　彌榮自動車株式会社　取締役社長　粂田　佳幸

取締役社長を統括環境保全管理責任者とする環境保全活動推進体制を導入し、取締役運輸部長を統括環境保全活動推進責任者として本社・各営業センター
および環境保全推進事務局で取り組みを行っている。

t－CO2/万km

％

事業所
二酸化炭素換算

6.860 7.150 t－CO2/万km

0.110

％

％

増減率（実績）

％

％

0.120 t－CO2/㎡

二酸化炭素換算

「原単位当たりの温室効果ガス排出量等」の「用途区分」には、○○工場、事務所などの用途を記入してください。「原単位の指標」には、分子の「二酸化炭素換算」の下に分母となる指標（生産数量、延べ床面
積、走行距離等）を記入してください。

延床面積

「チームマイナス６％」に法人登録するとともに、これまでの取り組みに加え、「DO　YOU　KYOTO？統一行動ライトダウン」、「京都市エコドライブ推進事業所」への参加登録を行い取り組みを強化した。また、
「みんなでエコドライブ・キャンペーン＆コンサート」には社員がスタッフとして啓発活動に参加した。公共交通機関として自家用車からの乗り換え需要の受け皿となるとともに、それにふさわしい環境に優しい事
業運営を目指し取り組みを行うとともに、ポイントカードキャンペーンのキャラクターに環境保全活動推進キャラクター「エコ太」を誕生させるなど、旅客運送事業者として、府民のみなさまへのアイドリングス
トップ、エコドライブの啓発活動などの環境保全活動の推進の取り組みを実施した。

（利用量）

（売電量）

二酸化炭素換算

用途区分

営業車両

0.120 t－CO2/㎡

基準年度（実績）原単位の指標


